
昨
年
2
月
に
「
森
友
疑
惑
」
が
国

会
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
以
後
、
新
た
な

疑
惑
が
発
覚
し
、
公
文
書
改
ざ
ん
問
題

も
浮
上
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
解
明

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
森
友
疑
惑
真
相

究
明
」
の
声
に
押
さ
れ
て
、
よ
う
や
く

3
月
26
日
に
佐
川
宣
寿
前
国
税
庁
長

官
（
前
財
務
省
理
財
局
長
）
の
国
会
喚

問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
は

問
題
の
核
心
部
分
に
は
口
を
閉
じ
た
ま

ま
で
し
た
。
彼
が
唯
一
断
言
し
た
の
は
、

安
倍
総
理
大
臣
や
安
倍
昭
恵
氏
を
は
じ

め
、
内
閣
及
び
関
係
者
は
森
友
問
題
で

一
切
指
示
を
し
て
い
な
い
こ
と
の
み
で

し
た
。
こ
れ
は
、
質
問
に
立
っ
た
自
民

党
丸
川
珠
代
議
員
の
安
倍
内
閣
へ
の
翼

賛
質
問
に
答
え
た
も
の
。

 
森
友
疑
惑
は
闇
の
ま
ま
で
す
。
安
倍

昭
恵
総
理
夫
人
を
は
じ
め
、
関
係
者
の

証
人
喚
問
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
第
二
次
安
倍
政
権

下
、

自
民
党
国
会
議
員
と
官
僚
の
「
劣

化
」
は
目
に
余
り
ま
す
。
政
権
与
党
の

自
民
党
は
国
会
議
員
を
は
じ
め
地
方
議

員
ま
で
も
「
ア
ベ
チ
ル
ド
レ
ン
」
化
し
、

「
安
倍
1
強
」
の
「
イ
エ
ス
マ
ン
」
と

な
り
、「
無
理
が
通
れ
ば
道
理
が
引
っ

込
む
」
よ
う
な
強
権
的
な
政
治
体
質
と

な
っ
て
い
ま
す
。

国
の
重
大
な
進
路
に
関
わ
る
「
秘
密

保
護
法
」
や
「
安
全
保
障
関
連
法
」（
戦

争
法
）
の
問
答
無
用
の
強
行
採
決
、
警

察
力
で
の
沖
縄
辺
野
古
新
基
地
建
設
強

行
な
ど
、
強
権
的
政
治
手
法
は
際
だ
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、「
森
友
・
加
計
疑
惑
」
の
よ

う
な
「
忖
度
」
政
治
を
先
取
り
す
る
各

省
官
僚
。「
加
計
学
園
疑
惑
」
で
「
行

政
が
ゆ
が
め
ら
れ
た
」
と
、
正
論
を
唱

え
た
前
川
喜
平
前
事
務
次
官
に
は
、
文

科
省
は
２
月
の
名
古
屋
市
立
中
学
校
で

の
授
業
内
容
へ
干
渉
と
介
入
を
し
か
け

た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
に
も
酷
い
政
治
の
原
因
は
、

「
1
強
他
弱
」
の
温
床
で
あ
る
小
選
挙

区
制
度
に
よ
る
「
自
民
圧
勝
」
で
す
。

ま
た
２
０
１
４
年
5
月
に
発
足
し
た
内

閣
人
事
局
の
省
庁
幹
部
６
０
０
人
の
評

価
、
一
元
管
理
が
要
因
と
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
一
番
の
問
題
は
政
治
の
私

物
化
と
格
差
と
貧
困
、
戦
争
の
道
を
歩

む
自
公
政
治
へ
高
い
支

持
を
与
え
た
私
た
ち
有

権
者
、
国
民
の
問
題
と

い
え
ま
す
。
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す
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〝
安
倍
１
強

独
裁
政
治
〟

今
こ
そ
終
止
符
を
！

安
倍
内
閣
の
支
持
率
が
急
落
し
て
い
ま
す
。
そ
の
主
な
要
因
は
、
こ

の
間
の
「
森
友
疑
惑
」
が
未
解
明
だ
か
ら
で
す
。
世
論
は
安
倍
内
閣
に

一
層
の
不
信
を
持
つ
と
同
時
に
、
安
倍
内
閣
の
閣
僚
、
自
民
党
国
会
議

員
、
各
省
庁
の
一
部
官
僚
の
「
安
倍
１
強
」
の
下
、
「
忖
度
」
と
顔
色

を
う
か
が
う
体
た
ら
く
ぶ
り
に
「
Ｎ
Ｏ
！
」
を
つ
き
つ
け
て
い
ま
す
。

遅
き
に
失
し
た
感
も
あ
り
ま
す
が
、
「
安
倍
１
強
」
の
独
裁
的
な
政

治
に
今
こ
そ
終
止
符
を
う
ち
ま
し
ょ
う
！

関
係
者
の
喚
問
こ
そ

「
森
友
疑
惑
」
解
明
の
道

首相官邸の顔色うかがう、
自民党議員と一部官僚

「
ア
ベ
チ
ル
ド
レ
ン
」
と

「
イ
エ
ス
マ
ン
」
の
政
治

原
因
は
「
安
倍
１
強
」
の

国
会
と
官
僚
支
配
構
造

自民政治の

劣化と腐敗



自
民
党
は
３
月
の
大
会
で
、
党
内
の

「
憲
法
改
正
推
進
本
部
」
の
４
つ
の
改

憲
項
目
を
確
認
し
ま
し
た
（
図
参
照
）
。

今
後
、
９
条
を
含
め
て
４
案
の
詰
め
の

作
業
に
入
り
ま
す
。

憲
法
９
条
を
除
き
、
３
項
目
は
あ
え

て
改
憲
ま
で
し
て
加
え
る
必
要
が
な
い

も
の
で
す
。
こ
の
３
案
は
公
明
党
や
維

新
の
会
な
ど
に
改
憲
賛
成
の
同
意
を
え

る
た
め
の
こ
じ
つ
け
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

自
民
党
の
本
当
の
狙
い
は
、
ま
さ
し

く
憲
法
９
条
を
変
え
、
「
合
法
」
と
な
っ

た
自
衛
隊
を
米
軍
と
一
体
化
し
た
、
集

団
的
自
衛
権
行
使
を
可
能
と
す
る
こ
と

で
す
。

自
民
党
は
、
世
界
の
ど
こ
へ
で
も
自

衛
隊
を
派
兵
し
、
戦
争
に
参
加
で
き
る

よ
う
な
日
本
に
「
改
造
」
す
る
こ
と
を

党
是
と
し
て
い
ま
す
。

日
本
は
、
こ
れ
ま
で
憲
法
９
条
に
よ

り
、
海
外
で
武
力
行
使
は
一
度
も
で
き

せ
ん
で
し
た
。
２
０
０
３
年
に
は
、
米

軍
を
は
じ
め
有
志
連
合
軍
が
、
イ
ラ
ク

が
「
大
量
破
壊
兵
器
を
保
有
」
と
の
虚

報
を
根
拠
に
侵
略
し
ま
し
た
。
さ
っ
そ

く
日
本
は
侵
略
を
支
持
し
ま
し
た
が
参

戦
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
仮
に
憲
法
９

条
が
改
悪
さ
れ
、
米
国
が
他
国
と
の
戦

争
を
始
め
れ
ば
、
日
本
は
支
持
声
明
や

資
金
援
助
に
と
ど
ま
ら
ず
自
衛
隊
を
派

兵
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
は
す

で
に
米
軍
と
共
同
作
戦
が
可
能
な
「
安

全
保
障
関
連
法
」
が
２
０
１
５
年
９
月

に
強
行
成
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

海
外
で
戦
争
が
で
き
る
日
本
に
向
け
、

政
府
・
防
衛
省
は
防
衛
（
軍
事
）
予
算

を
６
年
連
続
で
増
加
。
今
年
度
予
算
に

は
新
た
な
ミ
サ
イ
ル
開
発
と
研
究
に
１

０
０
億
円
も
計
上
し
て
い
ま
す
。
「
ヘ

リ
空
母
」
も
米
軍
と
の
共
同
作
戦
用
に

改
造
、
自
衛
隊
の
戦
闘
能
力
は
、
今
や

他
国
へ
の
「
先
制
攻
撃
」
も
可
能
で
す
。

こ
の
ま
ま
で
は
日
本
は
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
戦
争
の
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
憲
法

が
破
壊
さ
れ
ま
す
。
み
ん
な
の
力
で
憲

法
改
悪
を
止
め
ま
し
ょ
う
。

(1988年１月18日第三種郵便物認可) 『 週 刊 新 社 会 』 号 外

新社会
お問い合わせ先

２０１８年４月

自民党大会―憲法改悪４項目案確認

９条を変え、「専守防衛」から「敵基地攻撃」へ

憲法９条―自衛隊明記で
戦争放棄、戦力の不保持、
交戦権の否認の破壊を狙う

自
民
党
は
３
月
25
日
に
党
大
会
を
開
き
、
「
結
党
以
来
の
悲
願
」

で
あ
る
独
自
の
改
憲
案
を
固
め
ま
し
た
。
改
憲
案
は
４
項
目
で
す
が
、

焦
点
の
憲
法
９
条
は
第
１
項
（
戦
争
放
棄
）
、
第
２
項
（
戦
力
の
不

保
持
・
交
戦
権
の
否
認
）
を
そ
の
ま
ま
に
し
、
新
た
に
「
自
衛
隊
」

と
関
連
文
を
加
え
る
こ
と
で
党
内
合
意
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
「
後

法
は
前
法
に
優
る
」
と
い
う
一
般
原
則
に
よ
り
、
憲
法
９
条
の
１
項
、

２
項
は
死
文
化
し
ま
す
。
こ
れ
は
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
可
能
と
す

る
「
安
全
保
障
関
連
法
」
（
戦
争
法
）
と
一
体
化
し
、
「
防
衛
」
の

名
の
「
敵
基
地
攻
撃
」
や
全
世
界
的
な
「
日
米
軍
事
行
動
」
を
正
当

化
す
る
も
の
で
あ
り
断
じ
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

真
の
狙
い
は
憲
法
９
条
改
悪

３
案
は
、
こ
じ
つ
け
改
憲
案

軍
事
力
飛
躍
の
防
衛
予
算

（２
０
１
７
年
８
月
・時
事
ド
ッ
ト
コ
ム
よ
り
）
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